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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月12日(2008.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロース繊維を、アルカリ金属水酸化物、カルボキシアルキル化剤及びカルボキシア
ルキル化剤以外の水溶性塩を含有してなるカルボキシアルキル化剤組成物水溶液を用いて
カルボキシアルキル化することを特徴とするカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造
方法。
【請求項２】
　カルボキシアルキル化剤以外の水溶性塩が、炭酸の水溶液中の一段目の酸解離指数（ｐ
Ｋａ値＝６．３５）以下の酸解離指数を有する酸から生成される塩である請求項１に記載
のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法。
【請求項３】
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　カルボキシアルキル化剤以外の水溶性塩が、硫酸塩、塩酸塩、炭酸塩及び酢酸塩からな
る群から選ばれる少なくとも１種である請求項２に記載のカルボキシアルキル化セルロー
ス繊維の製造方法。
【請求項４】
　カルボキシアルキル化剤組成物水溶液中の水に対するカルボキシアルキル化剤以外の水
溶性塩の重量比率が、当該カルボキシアルキル化剤以外の水溶性塩の水に対する溶解度以
上の量である請求項１～３のいずれかに記載のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製
造方法。
【請求項５】
　カルボキシアルキル化剤組成物水溶液が、水１００重量部、アルカリ金属水酸化物１．
４～２０重量部、カルボキシアルキル化剤３．５～２４重量部及びカルボキシアルキル化
剤以外の水溶性塩５～３００重量部を含有してなるものである請求項１～４のいずれかに
記載のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法。
【請求項６】
　セルロース繊維を、アルカリ金属水酸化物、カルボキシアルキル化剤及びカルボキシア
ルキル化剤以外の水溶性塩を含有してなるカルボキシアルキル化剤組成物水溶液に浸漬し
、このカルボキシアルキル化剤組成物水溶液を０～７０℃で撹拌しながら、セルロース繊
維をカルボキシアルキル化する請求項１～５のいずれかに記載のカルボキシアルキル化セ
ルロース繊維の製造方法。
【請求項７】
　カルボキシアルキル化剤組成物水溶液の量が、セルロース繊維１００重量部に対して、
２００～２，０００重量部である請求項１～６のいずれかに記載のカルボキシアルキル化
セルロース繊維の製造方法。
【請求項８】
　セルロース繊維のカルボキシアルキル基平均置換度が０．０１～０．４５である請求項
１～７のいずれかに記載のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法。
【請求項９】
　カルボキシアルキル化されるセルロース繊維が、反応性染料により染色されたものであ
る請求項１～８のいずれかに記載のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法。
【請求項１０】
　カルボキシアルキル化剤以外の水溶性塩として炭酸カリウムを使用する請求項９に記載
のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載のカルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法に
よって得られたカルボキシアルキル化セルロース繊維。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のカルボキシアルキル化セルロース繊維を、抗菌性金属化合物で処理
する抗菌性金属カルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の抗菌性金属カルボキシアルキル化セルロース繊維の製造方法によっ
て得られた抗菌性金属カルボキシアルキル化セルロース繊維。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】カルボキシアルキル化セルロース繊維及び抗菌性金属カルボキシアルキル
化セルロース繊維の製造方法、並びにこれによって得られるカルボキシアルキル化セルロ
ース繊維及び抗菌性金属カルボキシアルキル化セルロース繊維
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